
 厚木市健康食育推進協議会規

則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

 令和８年４月17日 

 

 厚木市長 山口 貴裕 

 

 

 

 



令和８年厚木市規則第32号 

令和８年 4月 1 7 日公布                     
 

厚木市健康食育推進協議会規則の一部を改正する規則 

 

厚木市健康食育推進協議会規則（平成30年厚木市規則第13号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とする。 

 

附 則 

この規則は、令和８年６月１日から施行する。 

 


